
添付図書 技術的基準
車路・車室
（施行令第8,9条） □

□

□

避難階段
（施行令第10条） □

防火区画
（施行令第11条） □

換気装置
（施行令第12条） □

照明装置
（施行令第13条） □

警報装置
（施行令第14条） □

特殊の装置
（施行令第15条） □

車路の屈曲部において、５．０ｍ 【３．０ｍ】 以上の内のり半径を確保しているか （図２　参照）
※ 自動二輪車専用駐車場は、【】内の数値とする。

　建築物の場合

□ 各階平面図

　　　　換気装置、照明装置が

　　　　基準を満たしていることを

　　　　表示してください。

□ 2面以上の立面図

□ ２面以上の断面図

□ その他必要な図面

 　 いずれも1/200以上

　特殊の装置が有る場合

□ 大臣認定書

※ 右の「技術的基準」の各項目

　　 を満たしていることを表示した

　　 図書を添付して、レ点チェック

　　 してください。

　　

　　※　次の各項目の基準を満たしていることを確認して、レ点チェックしてください。

路外駐車場の届出図書チェックシート [２] ・・・建築物の場合のみ記入してください

特殊の装置を用いる場合、大臣の認定があるか

駐車場の名前

給油所その他の火災の危険がある施設を附置する場合は、耐火構造の壁又は特定防火設備で区画しているか

１時間に１０回以上直接外気と交換できる換気装置を設けているか、又は、換気に有効な開口部の面積がその階の床面
積の1/10以上あるか

車路の路面１０ルックス以上、車室の床面２ルックス以上の照明装置を設けているか

自動車の出入り及び道路交通の安全確保のために必要な警報装置を設けているか

直接地上へ通ずる出口のない階には、建築基準法施行令に規定する避難階段又はこれに代わる設備を設けているか

　　　　　　　　　　入口　　　出口 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相互通行５.５ｍ以上

 図 １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 図 ２
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一方通行３.５ｍ以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　60° 60°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 内法回転半径
　前面道路　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　    ５ｍ
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心線

車路の傾斜部において、縦断勾配が17％以下で、粗面又は滑りにくい材料か　（　　　　　％）

駐車場の梁下高さ（配管、標識、照明等も含む有効高さ）が、車路では２．３ｍ以上、車室では２．１ｍ以上あるか
（車路　　　　ｍ）（車室　　　　ｍ）
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